
原稿投稿規程 

 

１．投稿者の資格 

著者は，愛知高齢者福祉研究会の会員とする。未加入の場合は，入会申込書の提出と会

費の払い込みをもって投稿することができる。年会費の滞納がないことを条件とする。た

だし，愛知高齢者福祉研究会が依頼した原稿はその限りではない。 

 

２．倫理的配慮 

 ヘルシンキ宣言に基づき，人及び動物が対象である研究の場合は，投稿論文に利用した

データや事例等については研究倫理上必要な手続きを経ていることなど倫理的配慮につい

て本文に明記する。 

 

３．原稿の執筆要項 

１）論文の種類は，原著論文（研究論文のうち，研究そのものが独創的で，新しい知見を

理論的に示している），資料（資料的な価値がある），実践報告（実践による研究，新た

な手法，等），総説（実証研究でないもの：査読無），その他，とする。400 文字程度の

和文要約，キーワードをつけること。なお，原著論文には 200 語程度の英文要約と英文

キーワードをつけ，ネイティブチェック（英文校閲）の証明書も提出する。  

２）論文の文字数は自由である。「，」と「。」を使用し，本文は MS 明朝，数字及び英文は

Century を用い半角で表記。 

３）原稿は，ワードプロセッサーで作成する。A４版に横書きし，余白は上下左右とも 3.0

センチとし，40 文字×40 行とする。投稿原稿には各頁の下中央部に通し番号，左余白

部に行番号（頁ごとに振り直す）を入れる。  

４）表紙には，タイトル（原著論文は必須），著者名（英文の表記も），所属機関，連絡先

住所，連絡先電話番号，連絡先メールアドレスを記す。複数の著者がいる場合はすべて

の著者の情報を記入する。なお，表紙には頁数を入れない。  

５）本文は，和文要約，キーワード，本文，引用文献，図表の順とする。なお，本文中の

図表の挿入個所は本文の欄外に赤字で示すこと。原著論文の場合は，英文要約と英文キ

ーワードは文献の後に記載する。 

６）最終原稿提出時の図・表は画像ではなく、エクセルまたは word など文字が取れる元

データとする。なお、それ以外の場合は別途料金が発生する場合があり、それは著者側

の負担となる。 

 

４．文献掲載方法 

 引用文献については，本文中に「・・・（著者，発行年）・・・」と表記し，本文の文尾

に，アルファベット順に記載する。論文の場合は，著者名，発行年，題目，雑誌名，巻数，

頁とする。著書の場合は，著者名，発行年，「著書名」，出版社，頁，発行地とする。ホー

ムページの場合は，アドレスとアクセス日を示す。なお，著者名は 3 名まで記載し，3 名

以上の場合は「ほか」あるいは「et al」とする。 
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５．著作権 

本誌は，愛知高齢者福祉研究会の機関誌であり，毎年 1 回発行をする。著作権は，本会

に帰属する。本会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。  

 

６．掲載料金 

 掲載料金は，本文，図表を含めて刷り上り 1 頁につき 2,000 円とし，執筆者が負担する。

図表，写真など特殊製版を要した時には実費を執筆者が負担する。研究会依頼論文は研究

会負担とする。 

 

７．原稿の送付 

原稿の送付に際しては，表紙と本文原稿と図表（この時点では、図表を貼り付けてよい）

を一つのファイル（オリジナルファイル）とし，執筆者情報（執筆者名など）を削除した

コピー（査読用ファイル）を Word 及び PDF で作成し，電子メールに添付して送付する。

3 週間以内に連絡がない場合は著者から再度研究会へ連絡をすること。受付後，査読を経

て「採択」の結果を原則メールで連絡をする。投稿要項に添っていない原稿は，受付がで

きないため，差し戻し，修正の上，再投稿の受付を行う。 

 

８．別刷 

 別刷を希望する際の費用はすべて著者負担となる。 

 

９．校正 

 校正は原則として初校の際に著者が行うことができる。修正できるのは、誤字脱字のみ

であり、内容の修正は行うことはできない。  

 

＜附則＞ 

１． 本規定は平成 27 年 2 月 1 日より発行する。 

２． 本規定は平成 28 年 9 月 30 日に改訂。 

３． 本規定は令和元年 6 月 30 日に改訂。 

４． 本規定は令和 3 年 6 月 30 日に改訂。 

５． 本規定は令和 4 年 10 月 2 日に改訂。 

 

 

 

 

 

 


